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第 9期 理知働 くものの健康センター

第 5回 理事会 開催される
6月 1日、第 5回理事会が開催されました。その主な内容は、以下の
とおりです。

1.職 均の労働安全衛生活動と活動家づ くり
(1)全国センター東 日本セ ミナー(長野県上山田温泉)7月8日～9日

「2000年セミナー案内」 記念講演 粥川祐平(名大精神科医師)
西 日本セミナー(広鳥市)7月15～16日(都合でこちらへ参加でも)
秋の全国交流集会 10月28～29日(静岡あたりで)

(2)全労連労働安全衛生活動アンケ～ 卜(資料)と愛労連いのちと健康対策委員会との共同
愛知労働安全衛生活動交流集会、あいち労働安全衛生学校の日程

(3)教職員部会:山田先生を囲んでの懇談会(3,11)(センターニュース参照)
と部会の今後の活動計画

(4)自治労連・各単組の活動と体制・計画、目治労連担当者会議、交流集会
(5)医労連の労安活動・担当者会議と看護の日5.13集会 (報告)・南医療生協労組、

名南会労組の労安活動
(6)民間中小労組の交流の検討、川本、サンソー、アクリル、愛労連民間部会と共同の検討
(7)大企業 ・連合職場での活動交流、

現代労働負担研究会第8回研究集会(10月21～22日・神戸)と準備の活動、
『現代 日本の職場労働 一J ITシステムと超過密労働』 (新日本出版社5月刊行)の活用
NTT・過労死相談と健康を守る会準備、住軽金関連健康と家庭を守る会
大同在職死をなくす会、卜日夕出下労災職場復帰支援の会、中電、日立、アイシンなど
トヨタ関連、CBC労 災認定など

(8)「過労死予防手帳」活用と普及について
(9)ホームベージ、インターネント活用について(愛労連開設・センターとリンク)

第 ■0期 総 会 の お IE rら せ
8月 19Eヨ (十 )=F客 主 際手 30多 )-4藤 手 30づ )

労 働 会 館 本 館 4、  5会 議 室

(総会後、懇親会を開きます。是非ご予定下さい。)

- 1 -



2し いのちと健康を守る地域での活動          r
(1)みなとセンター設立後の活動と今後の計画
(2)みなみ(名南)地域での活動と共同

名南労連 (学習会)、南医療生協労組 (新春のつどい学習会、業務委託問題)、
名南会労組 (学習と労安活動相談)、大同製鋼 (過労死 ・団体生命 ・在職死をなくす
会)、中電など大企業
南医生協、名南会総会(5。28メッセージ)

(3)一宮地域での活動と共同

響交襲遷智諌習魚替安蓬臭套総合515。

26)(報告)、鈴木団体生命保険関連裁判和解成立

一言労連、尾張健友会労組、尾張健友会
(4)西三河(トヨタシンポ2,6)、東三河、名古屋中センター(栄総行動)(報告)など

3.過 労死 ・自殺過労 ・団体生命保険、労災 ・職染病支援 ・共同 (ニュース参照)
(1)5。25首都大行動(愛知から31名参加)
(2)近藤団体生命保険裁判 (団体・個人署名の到達)総会(6.30)、

裁判 (7。17)、水野弁護士準備書面・本間教授論文(資料参照・報告)
(3)鈴木過労死・団体生命保険裁判一和解成立と労災認定裁判勝利・総会 (5,26)と今後の活

動計画(報告)
(4)家族の会・過労死弁護団・過労死研究会との共同
(5)名古屋市職労労災認定闘争(調理員)勝訴と控訴
(6)NTT過 労死・通信労組と健康問題学習会,健康を守る会準備
(7)裁判 日程(ニュース参照)

4口 第10期総会に向けて

(1)役員体制・事務局体制
(2)活動・事業計画、財政確立

5.い のちと健康全国セ ンター活動報告 (資料)
(1)第3回 常任理事会(5・10)とセンター活動報告 ・研究会
(2)新聞労連全国集会、生協労違いのちと健康を守る集会、

総会 (佐々木、講師として参力『)報 告
(3)第41回社会医学会総会(7。22～23 大 阪)

山田県労安センター

干曲ril畔に230名 が簾う
東 日本セミナーが開催される7月 8ゴ 朝、長野に向かう頃に台風 3号 が関東地方を直

撃するとの天気予報で、参加者の足がどうなるか心配されましたが、北海道・房総等一部
を除いてほとんど影響がなく、長野県戸倉町の「ふるさと創造館」に続々と集まり、21都道
府県・91団体・230名が参加 しました。

昨年の東 日本セミナー (福島県開催)では飯島過労自殺裁判の勝利が参加者に大きな確
信を与えてくれましたが、今回は画期的な電通。大鳴事件最高裁判決、オタフケノース・

木谷事件勝利判決、川鉄`渡辺、日立造船・下中事件逆転認定など過労自殺の闘い前進の
中での開催となりました。(詳細は次号のニュースで報告予定です。)
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5・ 25 首都行動に参―加 して
愛知健康セ ンター理事 近 森 泰 彦

住友軽金属を相手にたたかつている 「団体生命保険」と 「本人の同意のない強制出向」
裁判の早期完全勝利をめざして首都の争議総行動に参加 しました。

名古屋から、近藤弘子さん、鈴木明男さんをは じめとする原告 7名 を先頭にして愛労
連や支援の五団体がそれぞれ代表を募つて、結果的には 31名 に及ぶ大要請団で上京 し
ました。

要請先は、昨年 と同様 「生命保険協会」「金融監督庁」ならびに 「住友軽金属本社」
の三カ所。

生命保険協会の入居 している、有楽町にある住友生命 ビルの路上で、音とビラの宣伝
を行つた後、東京労連などからの応援部隊と一緒に、40名 全員会議室に入 り交渉に臨
みました。

■生命保険協会 わです。
「団体生命保険の主たる面は遺族補!償協会 (会長は森田第一生命保険社長)

にある」とい う認識を表明させたことは側は、相変わらずカコ盟監督社に対する指
せめてもの救いでした。導的役割を否定。本人の同意なしに保険

をかけられるシステムの野放しによつて、
.住 友軽金属本

坐 スの参加者と合流し、
保険金殺人が横行 して社会的な批判が高

  総 行動の別のコ‐
まつているとい う現実 さえも直視 しよう

 本 社前で、約 50名 で宣伝行動を行いま
としない。 要 請国の追求に対 して、「造

  し た。 これ と併行 して、会社側に人数制族からの問い合わせがあれば答えれるの
 限 を うけて、代表団は 30名 に制限され

は企業の責任」 とい う発言を引き出 した
 て 会議室へ。ことがささやかな成果 となりました。

    総 務課課長は、「係争中」の一点張りで、
具体的な話 しには一切乗つてこない。

ところで、会社は、「保険金の受取人は

会社である。遺族には、保険金そのもの

に対する持ち分はない。」という準備書面

を、 5月 16日付けで、裁判所に提出して
いるのです。

本人の同意のない強制出向を止めさせ

る鈴木明男さんのたたかいと一体のもの

として、会社の不法行為の手をしばる運

動をもう一回 り拡げて、確実な勝利を手

に したいと思つています。引き続きみな

さま方のご支援をお願いします。
【生命保険協会前で宣伝行動】

'

■金融監督庁
応対役は若い係長。人事異動により、

既に昨年の担当者は交替 していま した。
要請に対 して、ま じめに聴 こうとい う

態度が見 られない し、言葉数のみ多い、
噛み合わない返答ばか りでした。

問わず語 りに、業界擁護の姿勢があら
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東海銀行松井労災認
控訴人松井夫人も、

題
鉄 の

判
足 なりを陳述

審理終結!!

7月 18日 、高裁公判で、松井労災認定の行政訴訟は、結審となりました。

控訴人本にはもちろん、代理人の、水野、渥美、佐久間、平松四弁護士共同

の上申書を提出し、陳述 しました。署名 5,796筆 もあわせて提出。

′もr剖望ど]客源語雷F豊真畠稼啓客譴毛と名そキ、吃ゑ帯終ほ&号事をFこ
かし、労災保険制度の運用という点で、基礎疾病のある人は、本人の注意と

責任が問われるべきで、持病が悪化 していくでの結果であるから、労災とし

て適用できる範囲ではないし、体力に合わなければ辞職すべきで、ひとり本

人の責任であると、行政として無責任な主張を展開していました。今回、こ

の点について水野弁護士も強く反対陳述をしました。

遺族松井夫人、人となり、仕事上のス トレス、労基署等の

調査方法、内容について具体的に際述
控訴人の松井昭子でございます。控訴  さ れないようにしないとね。」と言つてお

審の審理の終わ りにあた り意見を申 し述  り ました。
べます。 夫が倒れたのは、時間外、勤務遂行中

1.1987年 10月、夫松井靖夫が、42才で  (仕 事の電話中)で した。時間内であれ

亡くなつて13年が経ちました。       ば 緊急時の対応もでき、救命の可能性が

1969年2月に人工弁の置換手術を受け、  あ つたと水野嘉子医師も証言されていま

その後定期的に通院 し検査を受け、服薬  す 。夫も私も水野嘉子医師を信頼 し、頼

を守つていました。家庭での 日常生活に  り に してお りま したが本当に残念な結末

も充分留意 してお りました。 になりました。

銀行での健康管理区分では、時間外勤

務はさせないようにとのことで したが、  2.一 般の人が家を建てるとい うことは、

通常に勤務 してお りま した。職場の和を  一 生の大事だから、気持ち良く手続きが

心がけ、上司を助け後輩達を指導 し、顧  進 むよう、遅れや間違いはもとより、 ト

客に信頼され、頭取から顕彰されま した。  ラ ブルが起きないよう気をつけていると
「ただ病気さえなければ」となかなか役  言 い、特に追加担保の件では注意 してい

席にはなれませんでした。         ま した。
職場は恒常的に残業をしなければ仕事   住 宅金融公庫は公的受託企業ですので、

が終わらない人数 しか配属されておらず、  対 外的な信用では大変気を遺 うと言つて

過密労働の上に、十数年に渡 リサー ビス  お りま した。住宅金融公庫では、第一順

残業をせ ざるを得ませんで した。定時退  位 の抵当権設定が必須条件です。他の担

行を願つてお りま したが、残業せ ざるを  保 を先に見つけて しまつた りす ると取消

えない職務でした。           し 変更と担保先 との再交渉 と顧客にとっ

健康上の配慮からの転勤とい うことで  て は二重四重の手続きの上、登記にはか

したが、特に締切 日の繁忙 日の間は相変  な りのお金がかか りますので、負担金 も
わらずで した。残業が続 くと 「通院 日だ  何 倍にも増え、大きな トラブルになりか

から」と申し出て、「時間外勤務」である  ね ません。大方の人はそこまで認識され
ことを認識 してもらうように していると  て いませんので、事前の説明、お願いが

言いました。二人で話 し合つたとき、「殺  必 要です。私も東海銀行に在職中、担保
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の設定については担当したり、見開きじ
てお りま したので承知 してお ります。 当
然のことながら番地 ・面積等一字一句同
一でないと登記できませんcま た当初よ
り10年以上経つている場合もあり、相統
などいろんな変更もあつたりしますので、
手の抜けないチェックが必要です。夫は
決裁権が与えられていませんので したの
で、上司の決裁が必要で した。間違いが
ないように迷惑をかけないように気を付
けていると日頃から申していま した。最
終審査の書類 も追加担保の書類もチェン
ク項 目は画一的でも、その内容は千差万
別で必要書類も異な り、馴れて手軽に処
理できるものではありません。

3.中 でも立垣氏の件では、夜や早朝に
自宅か らの電話でやつと話ができると思
えば、肝心の追加担保の手続きが終了 し
ているか否かについては確認が出来ない
まま、時間が経過 していました。立垣氏
の証言により、銀行への段取 りの不満だ
け言いつ らねられた りして、夫が困 り果
てていた様子が、明らかになり、悟然 と
しま した。倒れた当日の朝も 「寄つてく
る」 とまで言つて出かける程気に してい
たのにと思 うと、夫の無念が思われます。

夫が倒れる直前に話 していた電話の相
手の氏名を知るために、東海銀行や名古
屋北労働基準監督署長に何度も申 し入れ
をしました。それでも5年 もの長い年月、
遺族には何 も教えませんで した。名古屋
北労働基準監督署長や審査請求の審査官
は銀行からの報告のみで、立垣氏からの
独 自の聞き取 り調査 もしないまま、業務
外の決定をしてお ります。水野嘉子医師
や服部健蔵医師にも電話の内容 も明らか
に しないまま意見を求めています。

4,倒 れた当日朝、夫は、私が 「気を付
けて」と声をかけるといつもの笑顔を残
して家をあとに しま した。今でもその姿
が 目の前に浮かんできます。その夫もこ
の裁判の成 り行きを、私の傍 らで二緒に
見守っている思って今 日まで来ま した。
夫と同じ方面の勉学の道を選んだ息子も、
この孫に思いを重ねる老親 も同 じ思いで
す。

控訴審の審理の終わ りにあた り、夫の
死が労災と認められるとともに、働 くも
の一人ひとりが大切にされ、誰もが働 く
喜びにあお、れる、明るい社会になるよう、
あたたかで公正な判決をお願い します。

弁護団、過重負荷の判断基準と身体障害者の働く
権利について、被控訴人の主張の矛盾を輸破陳述

第一
 過 重負荷の判断基準について

1.被 控訴人は、業務の過重性の判断に
際 して、当該個人を基準 とするのではな
く、当該労務に従事する通常の労働者に
とつて過重かどうかを基準とすることが
正 しい運用であると主張 している。要は、
過重な労働に耐えられないときは、労働
者は退職すればよいと主張 しているので
ある。その うえ、「基礎疾病を抱えた個人
において 日常的に過重 となる業務を継続
し続けた結果、基礎疾病の危険が発現 し
て死亡 した場合までも、労災制度は補償
していない。」と主張 している。
2.被 控訴人の上記の考え方は、使用者

控訴人代理人弁護士 水 野 幹 男
の安全配慮義務を全面的に免責する考え
方で全く不当である。「ある労働者が基礎
疾病を有する場合に、その基礎疾病を有
する状態では、当該労務ない し業務に耐
えないとい う状態に至つた時」には、使
用者は、まず第一次的な義務 として労働
者の健康が損なわれないよ う、当該労働
者の過重負担を解消する措置を取る義務
がある。

最高裁の判例では、労安法65条の三を
指摘 し、「使用者は、その雇用する労働者
に従事 させる業務を定めてこれを管理す

るに際 し、業務の遂行に伴 う疲労や心理

的負荷等が過度に蓄積 して労働者の心身
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の健康を損な うことがないよ う注意する
義務を負 うと解するのが相当」 と判示 し
ている。

このような主張は、監督庁である労基
署の責任を放棄 した主張であ り、このよ
うな考え方では過労死はますます増加の
一途である。
3,ま た、被控訴人の上記のような考え
方は、何等の基礎疾病を有 しなが ら、過
重な労働に従事 している多 くの労働者に
対する労災補償を切 り捨てることになる。

中高年齢者の雇用、身体障害者の雇用
促進をうたいながら、被控訴人が主張す
るように、健康な一般的な労働者を基準
に労災補償制度を運用するとい 'こ とに
なれば、基礎疾病を有 しながらも、労働
に従事している多くの労働者、中高年齢
者、身体障害者等を労災補償の埒外に放
逐する事に他ならない。
4.被 控訴人は、過重負荷の判断に際し
て、同僚の業務量や 日常あ業務量と比較
して過重か否かを論ずべきであると繰 り
返 して主張している。この考え方は、弱
者切 り捨ての論理である。労災補償のみ
が弱者切り捨ての論理を貫くことは、労
災補償の基本である、被災者 とその遺族
の 「公正な保護」とはほど還い考え方で
ある。

第二 身 体障害者の働 く権利について
労災補償は被災者 とその遺族の迅速且

つ 「公正な保護」にあることは、労働者
災害補償保険法第一条に明記されている
ところであ り、最高裁の判例も指摘する
ところである。「公正な保護」とは何か。
特に被災者の松本 さんは、心臓の機能障
害により身体障害者手帳一級 と認定され
ていた。松井 さんのように基礎疾病を有
する身体障害者が不幸に して倒れた場合
の労災補償をどうするかとい うは、身体
障害者の働 く権利に関する問題であ り、
国の重要な政策、基本的な考え方に関わ
る問題である。国は身体障害者の雇用の
促進等に関する法律で、事業主、国、地
方公共団体に身体障害者の雇用義務を定
めるとともに、身体障害者を雇用 した事
業主には、身体障害者調整金 とい う援助
措置まで定めている。このような時代に、
心臓弁膜症を患つていた被災者が、通常
の所定労働時間を働いた うえ、本来は禁
止 されている時間外労働に従事中に倒れ
たとい うのである。このような場合には、
被災者の遺族に労災保険金を支給するこ
とこそが、社会的に見て 「公正な保護」
の名に値するものとい うべきである。心
臓弁膜症の基礎疾病の 自然増悪を理由に
業務外 として切 り捨てることは、多くの
身体障害者の働 く権利を無視するものと
い うべきである。

終結 となり、

松井労災認定行政訴訟 判 決日決定
9月 28日 (本0131151001口号

7月 18日名古屋高裁公判で、控訴人と控訴人代理弁護団の上申陳述で審理
その陳述内容は、述べたとお りです。

判決 日は、見出 しのように決ま り判決 日は、見出 しのように決ま りま した。松井労災認定要請署名は、判決 日まで継続
して取り組んでいます。引き続き宜 しくお願いします。
また、もう一つの訴訟である東海銀行損害賠償請求の地裁公判も、下記の日程で開か

れますので、是非傍聴をお願い します。

東海銀行損害賠償話求訴訟 (名古屋地裁公判)
9月 6日 (水) 13:10 1101号 法廷
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鈴木龍雄さんの『過労死裁判』ど支援する会
第6回 定期総会を開催

現在の署名数累計 団 体 署 名
個 人 署 名

ご協力ありがとうご い い

支援する会 「第 6固  定 期総会」が、 5月 26日 (金)18:30か ら一宮勤労福社会館で
行われました。

今回の総会では、昨年 9月 13日 に名古屋地裁での 「労災認定」勝訴と、今年早々に
「団体定期保険金」 と 「損害賠償」の二つの訴訟が和解成立 しく鈴木過労死弁護団の水

野弁護士から 「和解成立の意義と労災認定の今後の問い」について特別報告がありまし
た。

そ母:轡軽魯;暑母富F蟹
蓄基各篭戸属祭露薪漕霜愚電岳奮警動と湊遼露繕鷲嶺七卒賛

木

得
龍雄さんの『過労

回名古屋高裁公判 5月

死裁判』傍聴記 oD
17日  第 4回名古屋高裁公判 6月 28日 )

目

３

遺族補償年金給付等不支給処分取消 「労災認定訴訟」回頭弁論
第 3回 控訴審は、国民救援会の法廷ウオッチング参加者で、傍聴席を満席にするほど

でした。
控訴人 (行政側)は 、東京慶応義塾付属病院医師の横山教授の意見書を提出しました

が、意見書を作成 した横山医師から証人としての出廷を拒否され、新たに証人を捜す旨
の弁解めいた説明をしま したが、その意見書も観点のずれたものなのに、その上、全く
関知 していない医師に証人を依頼するという二重二重の誤 りを繰 り返 し、控訴 しとこと
事態が行政側の保身ののみと思われても仕方ありません。閉廷直後に、傍聴席から控訴
人にた して怒 りの声が法定内に響いているようでした。

第4回 の弁論では、控訴人側は弁護± 7名 もの体制で臨みました。代わりの証人 (名
古屋大学保険学教授)は 決まったものの、この証人の意見が箇条書きで簡単なため、改
めて意見書の提出と、業務に起因する (ストレスとの因果関係)も のに意見を噛み合わ
せるように、と時に裁判長は指摘 しました。

次回の 9月 22日 は、裁判長が証人申請を採用するか否かの山場となりそうです。
当日は、「控訴を取 り下げよ !」 「いたずらに裁判を引き延ばすな !」 と意思表示を示

すために傍聴席を溢れんばかりにしたいものです。

10:00 名古屋高裁1001号
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第5回 日独労働問題共同セミナー

山田先生 講演
3月 25。26日の両日にわたつて、「グローバル時代の労働運動」をテーマに、第 5回 セミ

ナーが開かれました。 ド ィツからは、ブレーメン大学などから研究者 6人 が来 目しまし

た。 日本からは、山田信也名古屋大学名誉教授 (現働くもののいのちと健康を守る全国セ

ンター理事長)、猿田正機教授 (中京大学)、大木一訓教授 (日本福祉大学)をはじめ多数の

研究渚が参加 しました。セミナーにおける山田信也先生の講演の内容を紹介 します。

「働くもののいのちと健康を守る全国、地方センター

ーー労働運動の新しい流れ(労働者と専門家の共同)」

愛知働くもののいのちと健康を守るセンター理事長

■は じめ に

労働者、労働組合 と専門家の間の協力

は、いろいろな学術活動や社会活助にお
いて、第 2次 大戦後の 日本社会で、全国

的に発展 した。 この協力は、労働者の健

康 と安全の面での、労働運動の進歩をも
たらす とともに、労働者保護の社会政策
の改善、学術活動の改善にも貢献 してき

た。
1963年の、450人の労働者を殺 し、650

人の労働者を一酸化炭素中毒に陥れた三

池炭鉱の大災害のあと、国民的な激 しい

抗議運動が企業や政府に向かつて、全国

的な規模で湧き上がつた。総評は、労働

者の安全 と衛生の運動を進めるための 日

本労働者安全センターを、多 くの専門家
の協力を得て、東京に設立 した。

このセンターは、20年以上にわたつて、

労働者、労働組合、専門家の協同による

活動を続けたが、1989年の総評の解体 と

ともに消滅 した。それ以降、10年の間、
こうしたセンターは存在 しなかった。,
この協力が、労働者保護の新 しい研究活

動を生み出すとともに、

労働者の運動を助け、

全国センターの設立を

もたらした。

名古屋大学名誉教授 山 田 信 也

■ 「いのちと健康」全国センター

設立の意義
1)1980～90年代の労働者の健康と安全

1980年代に入 り、企業の国際競争力を

高めるための政府の支援策は、労働法規

の規制を綾和 し、企業の自由度を高め、

過長な労働時間を放任 し、裁量労働時間

制度、派遣労働の拡大、深夜勤務の比重

の増大、解雇を前提 とした出向や即時の

解雇を放任 している。企業は、これに支

えられ苛酷なリス トラ策を進めている。

それ らは、労働者の生活の自由を奪い、

いのちと健康に大きな脅威を与えている。

こうした緊急の事態は、このセンター

の設立を促す重要な背景であつた。

2)新 しいセ ンターの設立

1998年12月15日、「働 くもののいのちと

健康を守る全国センター」が、多くの働 く

人々の期待を担つて誕生 した。 この新 し

いセンターは、総評安全センターの消滅

以来の10年間の空白を克服 し、新 しい理

念 と民主的な運営を基礎にして発足 した。
センターの出現は、労働者の健康 と安

全の要求を受けて立つ新 しい運動のスタ
ー トを意味 した。労働者の生活 と健康を

破壊する政策や企業活動に断回として抗

議する運動である。また、働 くもののい

のちと健康を、政治や経営の基本にする

ことを求める労働者の要求を代弁するも

のものである。



3)国 際的な状況
こうした国際経済競争め嵐は、世界中

に吹き荒れている。世界の労働者は、19
世紀か ら20世紀にかけて、働 くものの人
権を尊重する社会的諸制度や慣習を、苦
闘の中で築きあげてきた。

しか し、この経済競争の嵐は、このよ
うな成果を吹き飛ば している。それは、
労働条件を切 り下げ、社会保障を台な し
に し、働 くもののいのちと健康を危機的
な状況に陥れようとしている。また、 I
LOに よつて生み出された国際労働基準
を、な し崩 しにしている。
4)国 際的な連帯

この事態は、世界の労働者の連帯な し
には解決の道が無いことを日本の労働者
に教えている。 日本の働 くものは、セン
ターの設立を通 して、世界の仲間との連
帯をより強 く決意 している。

ILO労 働者活動局、世界労連、国際
労連、フランスCGT、 イン ド労働組合
センター、などからのセンター設立によ
せ られた連帯のメッセージは、 日本の労
働者への強い激励である。

■全 国 セ ンター の組織
1)全 国セ ンターの構成員

このセンターは、組織 と個人で構成 さ
れる。構成に参加する組織は、金労連お
よび中立の積極的な労働組合、地方の働
くもののいのちと健康を守るセンター、
労働染害・職業病対策組織、全日本民主医
療機関連合などの諸組繊である。個人は、
医学・法学・経済学・工学の専門家や、安全
衛生の専門家、医師、弁護士などである。
2)全 国セ ンターの理事会

全国センターの活動を指導する理事会
は、38名のメンバーで、職場の安全衛生、
労働災害・職業病の被災者の救済活動者、
災害・職業病の予防の取 り組みの経験を持
つ人々である。

彼 らの所属は、新聞・出版、印刷、教育、
公務 (国、地方 自治体)、運輸、通信、放
送、化学、金属、医療、建設、福祉、商
業、自営業t農 業などの産業の労働組合

や組織、労働災害被災者組織、医療組織、
弁護士組繊、9つの地方センターなどであ
る。
理事会は、多くの領域の専門家の代表

が、波 らの専門に応 じて協同する方法を
目下検討 している。
3)新 しい流れ

参加組織・個人の顔ぶれ、理事会の構成
の しかたは、明らかに、このセンターが、
これまでの労働組合運動の伝統的なスタ
ィルを脱皮 したユニークな活動を目指 し
ていることを示 している。

■地方、地域の健康と

安全センター

1)地 方センター

地方のセンターは、全国的なネットワ
ークをもち、全国センターと協同して地
方の活動を高ゅる重要な役割りを果たす。
地方センタ‐の活動は、北端の北海道地
方、南端の九州地方の大きなセンターと、
太平洋沿岸、瀬戸内海沿岸の工業地域の
主要な諸都市を中心に した県のセンター

で行われている。
いま、これ らの諸都市の中や周辺に、

地域的に細分化されたセンターを育てる
ことが計画されている。新 しい地域セン
ターは、すでに函館地域 (北海道)、名古
屋港地域に設立されている。
2)地 域セ ンターの意義

日本の労働組合が企業単位に組織 され
ている弱点を克服することは、いのちと
健康を守る活動でも重要な課題である。
そのために、全国センター、地方センタ
ーの強化とともに、地域センターをでき
るだけ数多く育てることが計画されてい
る。地域センターの設立は、組織労働者
ののみならず、未組織労働者、自営業者
の間での、健康 と安全のために、重要な
意義を持っている。

■労 働 者 運 動 に お け る いの ち と健

康を守る主要な課題
日本の働 くもののいのちと健康 を守 る

運動にはい くつかの重要な課題がある。
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1)職 場の安全衛生委員会活動の強化

と全国的な連帯

第一は、1963年の三池炭坑の大災害ヘ

の国民的な抗議をきつかけに して、法定

された職場の労働安全衛生委員会の活動
を強化 し、それを土台に全国的な協同活
動を育てることである。

この活動は、職場の労働者の一人一人
の安全 と衛生に関する創意を活か した革
の根連動の構築である。 この活動は、企

業別、産業別や、労働の人間化を図るた

めの労働協約の締結 と、これを全労働者
に普及させる労働安全衛生法の改訂を目

標にしている。
さしあたつての切実な共同の課題は、

残業及び夜勤の規制である。 ILO国 際
労働基準を受け入れる国内法の整備 と批
准の促進も、これに関連する重要な目標
である。
2)労 働災害、職 業病の被 災者の救済

第 2は 、労災・職業病の被災者の補償の

ための行政審査の請求 と、申請を却下さ
れた場合の裁判による企業や国の責任の

追求である。
労災・職業病の認定基準やその運用は、

労働者に極めて不利である。弁護士、医
師、労働組合が協同する全国的な過労死
110番には、こうした事例の相談が数多く
寄せ られている。

全国、地方のセンターの活動は、過労
死、過労自殺や、他の多 くの業務上疾病
の認定を求める行政審査請求や裁判提訴
の活発化に役立っている。

被災者支援のこうした活動によつて、
労働安全衛生の多くの活動家が育つてい

ることに注目する必要がある。
3)広 範な国民的な協 同

第 3は 課題別の広い国民的な共同であ
る。過重な深夜勤務に脳まされる病院看
護婦の深夜勤務の規制要求は、国民医療
の充実を求める広範な市民的要求に支え
られ、看護婦確保法が生まれた。
過重な教育負担の過労による病死や う

つ病に悩まされる教師の労働安全衛生活
動は、社会的なス トレスの重圧を受け、

学校生活の うえでお異常な精神状態に陥

れ られている子供達を守ろうとする親た

ちとの協同を生みつつある。

退職 した高齢労働者の医療と介護保険

制度の充実を求める地域的な活動は、地

域の中年労働者の広範な関心を高め、協

同が生まれつつある。

ダイオキシン汚染被害は、自治体労働

者 と住民の協同を生んでいる。 こうした

協同が、労働者 と市民の連帯の自党を強

めていることは、極めて大きな意義があ

る。
4)地 域の協 同

第 4は 地域での協同である。未組織の

労働者は、中,小規模企業に集中し、労働

力人 口の75%以 上を占めている。かれ ら
の災害や病気は深刻であ り、そのための

障害や病弱による解雇 さえも数多い。ま

た地域住民の生活を支えてきた自営業者

は、大規模店舗の無軌道な進出による営

業破綻におちい り、病気や 自殺が増加 し

ている。いずれの場合も、地域の労働者、

自営業者の協同による企業や自治体や政

府への働き掛けが、解決への力を育てる

重要な出発点である。

■労 働 者 、 労 働 組 合 の 活動 に お け

る全 国 セ ンター の 役 割 り
こうした諸活動の発展のために、全国・

地方のセンターの役割 りは極めて大きい。

1)情 報活動

第一の役割 りは、労働 と健康に関する

実態や分析の情報、労働者の取 り組みの

情報、安全衛生に関す る政府、企業の動

向の情報などの提供である。

全国センターは、設立後の 1年の間に、

月刊ニュースが12回、季刊雑誌が 4回 発

行 された。地方センターでも同様な情報

活動がなされている。
2)安 全 ・衛生の教育活動

第二の役割 りは、教育活動の普及 と活

動家の養成である。

年一回 (6月 )、東 日本地域および西 日

本地域で、労働安全衛生の学習セ ミナー

が開催 さ、地方での講座 も活発である。
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3)活 動経験の交流

第二の役割 りは、労働安全衛生活動お
よび労災被災者の救援活動の経験交流の
企画である。

地方では、それぞれの地方の独 自の課
題の取 り組みが、頻繁に行われている。1
0月には、全国的な交流集会が開催され、
職場別や産業別の活動の交流、地方・地域
センターの交流が企画されている。
4)理 論的活動

第四の役割 りは、情勢の分析や活動の
方針を、理論面で掘 り下げ、運動の課題、
社会への問題提起、政策提言に発展 させ
ることである。 この課題では、特に専門
家との協同研究が重要である。

いま、労働安全衛生に関して、夜勤・交
替労働研究会、国際労働安全衛生研究会
が組繊 された。労災・職業病に関しては、
過労死問題研究会、労災・職業病の行政審
査や裁判の事例研究会が発足した。

これ らの研究会は、社会的に公開され
ている。 これか ら、労働 と健康の実態を
分析 し解決課題を提起すること、労働の
人間化を目指す労働安全衛生システムや
労働安全衛生法規を改訂すること、職業
病予防 と救済のシステムを充実させるこ
と、国民的な協同の課題を提起すること、
ILO条 約・勧告を中心とした国際的な労
働基準の確立をすすめることなど、多く
の研究活動が必要である。
5)専 門家 との協同

第王の役割 りは、研究、調査や実践活
動を豊かにするために、ひろい分野の専
門家 との協同の仕方を多様に企画するこ
とである。
6)社 会への発言、政策提言

第六の役割 りは、社会への発言、P政策
的提言な どである。労働行政の在 り方ヘ
の提言、労働基準行政や労災補償行政の
審議会への参加要求などの交渉が開始 さ
れている。

■国 際 的 な連 帯 の 方 向
1)国 際的な交流 と連帯

働 くもののいのちと健康を守る運動の

暴罫警済室雪名着密驚

ま

セラン互豪翌言奉
せ られた ILO労 働者活動局のメンセ~

ジは、我々のセンターが、 日本のみな ら
ず、発展途上国の労働者の運動 と連帯す
ることを期待 している。フランスCGT
からは、労災・職業病の被災者の救済と予
防、労働安全衛生活動での協同が提案 さ
れている。
2)ILO条 約 と勧告

今 日の国際経済競争がもたらす厳 しい
ソス トラ合理化が、全世界を覆い、 IL
O条 約・勧告に示されている国際労働基準
の実現を多くの国で困難に している。発
展途上国の労勘者のいのちと健康への影
響は深刻である。 こうした時代 こそ、世
界の労働者の相互の交流と協力が必要で
ある。そのために、情報の交換、連帯 し
た活動が許画されねばならない。

ILOは こうした情勢の中で、21世紀
戦略として、

″
Decent Work″を掲げている。

それは、全国センタ_の 掲げる人間尊重
の労働生活の実現と同 じであり、世界の
労働者の共通の目標である。
3)ア ジア、アフリカの

労働者 との連帯
全国センターは、まず隣国の韓国源進

職業病財団との交流を開始 した。すでに
進められている東南アジアの国々の労働
組合 との交流の中に、労働者の安全 と衛
生の課題を取 り上げることが期待 されて
いる。

日本におけるじん肺患者の救済運動は、
専門家との協力のもとに、 じん肺根絶の

運動と結びついて、発展 してきた。いま、
このとりくみを、 IIフ①の じん肺根絶計
画の中に位置づける活動が、全国センタ
ー と共同で始まった。アフリカを始め開
発途上国の じん肺の深刻な現実は、 日本
の取 り組みとの連帯を強く望んでいる。
4)ヨ ー ロッパの労働者、全世界の労

働者 との連帯
ヨーロッパの労働組合 との協同は、今

日の国際経済競争の激化の中で、重要な
意義をもつている。すでに提案されてい
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るフランスCGTの 安全衛生部との交流
をは じめ、広く世界の国々の労働者組織
との交流を企画 していくことが、これか
ら検討される予定である。

日本と ドイツの間での我々のセ ミナー

は、相互の労働者、専門家の交流 と連帯
に貢献 してきている。 (以 上 )

◆∞◆∞◆∞◆∞◆∞◆∞◆∞◆∞◆∞◆∞◆∞◆

です。勝利に向けて、是非、傍聴をお願いいたします。

悟窓丁T軍罫雪子質室と卒1玉iτ
″～′″′～′'″～夕

T′
～″'′～′～

1
t◆ ニュTス 2唇 甲そ主下記まをぉ寄せ下さい。
ミ 原 稿は、できればフロリと

・
イがよいのですが、FAXでもかまいません。

ミ◆憂掘極淡毛テ丁三系三広生スニじ主嘉iとキ利用できる写真、イラス トなども

t 下れまそぉ寄を下さい。
住所  〒 464-0005 千 種区千代が丘1-110-102

働 くものの、いのちと健康をまもる課
題をとお しての国際的な連帯は、労働者、
労働組合と専門家 との協力活動がめざす、
今 日的な重要課題である。全国センター

はその大きな責任をになつている。

1

Ⅲ

ヽ

FAX (052)774-547 鈴木 利住 宛｀
ヒ ″～″_/～々 だ比′,ガ ニ生町Eた ,■'_′～″_/～′～′】a′ど;=′ゴ■,

月  日 事 件 名 内 容 法 廷 な ど の 時 間

8月 23日 (水) トヨタ (過労 自殺)田 島裁判 貞主義蛇1101(PM 3:45)

9月 6日 (水)
東海銀行(労災 ・損害)松井裁判 地裁1101(PM l:10)

住軽 (強制出向)鈴 木裁判 弁論 貫生裁撹1101(PM l:10)

9月 11日 (月) 団体生命保険近藤裁判 結審 H五裁琵1102(PM l,10)

9月 12日 (火) 住軽 (団体生命保険))|1本 ・松本 ・荒木裁判 HL球畿1101(PM l:1())

9月13日 (水)
スミケイ運輸 (団体生命保険)園 山 ・高野裁判 地裁1101(AM10,20)

大同特殊鋼 (過労死)吉川裁判 月生求登1lQl(PM l:lo)

9月 18日
日

刀 スミケイ運輸 (降格差別)林事件 証 人調べ 地労委 (10:00～12:00)

9月20日 (水) 愛知製鋼(労災 ・損害)林裁判 地裁1101(PMl:10)

9月 22日 (金) 労基署 (過労死 ・労災)鈴木裁判 再青義免1001(AM10,00)

9月28日 (木) 東海銀行 (過労死)松井裁判 判 決 拝活着滝1001(PMl:15)

9月 29日 (金) スミケイ運輸 (降格差別)林事件 地労委 (PMl:00～3100)
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